
地域住民の皆様へ  ２０２６年（令和８年）1月吉日 

 

 

 

 

 

 

    

    

                      

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢羽根マーク  とは 

●自転車の走行場所と進行方向を示す青色の路面マークのことです。 

●自転車利用者は、矢羽根マークを目印に原則「車道の左側通行」をお願いいたします。 

●矢羽根マーク設置区間では、自動車やバイクと混在しますので、お互いに注意して通行しましょう。 

辻堂駅初タラ線に矢羽根マークを設置しました！ 

 

【案内図】 

【担 当 課】藤沢市役所 道路整備課 

     電話番号 0466-50-3547(直通) 

地域の皆様には、今後とも交通ルールを守り、安心・安全な通行を心がけていただくよう、お願いします。 

自転車安全利用五則※1も併せて確認ください。 

※1自転車安全利用五則は令和 4年 11月のものであり、令和 6年 11月 1日付で道路交通法改正により、酒気帯び運転 

及び運転中のながらスマホも罰則の対象となりました。 

また、令和 8年 4月 1日から「交通反則通告制度※2」の導入され、取締り手続きが大きく変わります。 

※2交通反則通告制度・・・反則金（青切符 ) の導入 

 

 

 

 

 

【写真】 

辻堂駅初タラ線の自転車の通行方法 

●自転車の通行は、上記写真に示す①と②の方向での通行が可能ですが、基本は矢羽根マ

ークを目印に①の「車道の左側通行」をお願いします。 

●なお、②歩道（自転車歩行者道）を通行する場合は、歩行者が優先となりますので十分

に注意して通行してください。 

辻堂駅 

テラスモール湘南 

茅ヶ崎市 

 ②  
①   

辻堂駅初タラ線 

藤沢市 




